
開
票
作
業
の
よ
う
す

平
成
十
一
年
一
月
二
十
九
日
で

任
期
満
了
と
な
る
油
谷
町
議
会
議

員
一
般
選
挙
が
一
月
十
九
日
（
火
）

に
告
示
さ
れ
、
一
月
二
十
四
日

（
日
）
に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
選
挙
は
、
こ
れ
か
ら
の
四

年
間
、
油
谷
町
政
を
審
議
決
定
す

る
私
た
ち
町
民
の
代
表
者
を
選
ぶ
、

最
も
身
近
で
大
事
な
選
挙
で
す
。

二
十
一
世
紀
に
向
か
っ
て
豊
か

で
住
み
よ
い
油
谷
町
を
築
く
た
め

に
、
明
る
く
・
正
し
い
・
き
れ
い

な
選
挙
で
、
私
た
ち
の
代
表
を
議

会
へ
送
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め

に
は
、
人
情
や
義
理
が
か
ら
ん
だ

り
、
権
力
に
お
ど
さ
れ
て
選
挙
権

を
行
使
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

買
収
・
供
応
な
ど
の
悪
質
な
選

挙
違
反
を
は
じ
め
、
事
前
運
動
、

文
書
違
反
そ
の
他
の
選
挙
違
反
を

一
掃
し
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
有

権
者
と
主
権
者
の
自
覚
を
も
っ
て

悔
い
の
な
い
一
票
を
投
じ
ま
し
ょ

う
。

満
二
十
歳
以
上
の
人
で
、
住
民

基
本
台
帳
に
引
き
続
き
三
ヶ
月
以

上
登
録
さ
れ
、
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
人
。

投
票
で
き
る
時
間
は
、
午
前
七

時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
。
郵
送
さ

れ
る
入
場
券
を
持
っ
て
時
間
内
に

投
票
所
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。

投
票
終
了
後
、
午
後
九
時
三
十

分
か
ら
役
場
三
階
会
議
室
で
開
票

が
行
わ
れ
ま
す
。

用
事
等
が
あ
っ
て
当
日
投
票
所

に
行
け
な
い
人
は
、
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
郵
便
で
不
在
者
投
票
用

紙
等
の
請
求
を
さ
れ
た
場
合
は
、

一
月
十
八
日
（
月
）
か
ら
不
在
者

投
票
用
紙
等
の
交
付
を
始
め
ま
す
。

不
在
者
投
票
用
紙
の
請
求
は
、

不

在
者
投
票

即

日

開

票

投
票
日

の
投
票

時
問

投
票
で
き

る
人

一
月
十
八
日
（
月
）
以
前
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
不

在
者
投
票
は
告
示
日
以
降
で
な
い

と
で
き
ま
せ
ん
。

●
不
在
者
投
票
の
期
間

一
月
十
九
日
（
火
）
～
一
月
二

十
三
日
（
土
）
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
～
午
後
八
時

ま
で
（
た
だ
し
、
宇
津
賀
・
向

津
具
両
支
所
は
午
後
五
時
ま
で
）

●
不
在
者
投
票
受
付
場
所

油
谷
町
役
場
・
宇
津
賀
支
所
・

向
津
具
支
所

問
合
せ
先
■
油
谷
町
選
挙
管
理
委

員
会
　
3
2
-
1
1
1
1
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あ な た の 一 票 が 未 来 の 町 を つ く り ま す ！
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